
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
事
由
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
事
由
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
六
条

﹇
略
﹈

一
〜
九

﹇
略
﹈

一
〜
九

﹇
略
﹈

十

当
該
中
小
企
業
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
中
小
企
業

者
の
代
表
者
（
当
該
代
表
者
の
被
相
続
人
の
相

続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
五
月
を
経
過
す
る

日
以
後
に
お
い
て
、代
表
者
で
あ
る
者
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
相
続
又
は
遺

贈
（
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
第

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
相
続
税
申
告
期
限

（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
国
税
通
則
法
第

十
条
若
し
く
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
該

提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
延

長
前
の
申
告
期
限
）
を
い
う
。
第
十
四
号
に
お

い
て
同
じ
。）が
、
当
該
中
小
企
業
者
に
係
る
法

第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
七
号
又
は
第
八

号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期
限

ま
で
に
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。）に
よ
り
取
得

し
た
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
（
次
条
第
五

項
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
申
請
書
を
提
出
す
る
時
に
お
い
て
、

当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
共
同
相
続
人
又
は

包
括
受
遺
者
に
よ
っ
て
ま
だ
分
割
さ
れ
て
い
な

い
も
の
を
除
く
。）に
係
る
相
続
税
を
納
付
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

十

当
該
中
小
企
業
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
中
小
企
業

者
の
代
表
者
（
当
該
代
表
者
の
被
相
続
人
の
相

続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
五
月
を
経
過
す
る

日
以
後
に
お
い
て
、代
表
者
で
あ
る
者
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
相
続
又
は
遺

贈
（
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
第

八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
続
税
申
告
期
限

（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
国
税
通
則
法
第

十
条
若
し
く
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
当
該

提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
延

長
前
の
申
告
期
限
）
を
い
う
。
第
十
四
号
に
お

い
て
同
じ
。）が
、
当
該
中
小
企
業
者
に
係
る
法

第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
七
号
又
は
第
八

号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期
限

ま
で
に
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。）に
よ
り
取
得

し
た
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
（
次
条
第
五

項
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
申
請
書
を
提
出
す
る
時
に
お
い
て
、

当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
共
同
相
続
人
又
は

包
括
受
遺
者
に
よ
っ
て
ま
だ
分
割
さ
れ
て
い
な

い
も
の
を
除
く
。）に
係
る
相
続
税
を
納
付
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ
〜
リ

﹇
略
﹈

イ
〜
リ

﹇
略
﹈

十
一
〜
十
四

﹇
略
﹈

十
一
〜
十
四

﹇
略
﹈

２
〜
26

﹇
略
﹈

２
〜
26

﹇
略
﹈

（
認
定
の
申
請
）

（
認
定
の
申
請
）

第
七
条

﹇
略
﹈

第
七
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
第

八
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
受
け
よ
う

と
す
る
会
社
で
あ
る
中
小
企
業
者
は
、
当
該
認
定

に
係
る
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経

過
す
る
日
（
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

（
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
相
続
税
申
告
期
限
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）前
に
当
該

中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
の
相
続

が
開
始
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
一
種
経

営
承
継
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら

八
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
、
様
式
第
八
に
よ

る
申
請
書
に
、
当
該
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
第

八
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
受
け
よ
う

と
す
る
会
社
で
あ
る
中
小
企
業
者
は
、
当
該
認
定

に
係
る
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経

過
す
る
日
（
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

（
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
相
続
税
申
告
期
限
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）前
に
当
該

中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
の
相
続

が
開
始
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
一
種
経

営
承
継
相
続
人
の
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら

八
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
、
様
式
第
八
に
よ

る
申
請
書
に
、
当
該
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
〜
15

﹇
略
﹈

４
〜
15

﹇
略
﹈

（
認
定
の
有
効
期
限
）

（
認
定
の
有
効
期
限
）

第
八
条

﹇
略
﹈

第
八
条

﹇
略
﹈

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
七
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期

限
は
、
同
号
の
贈
与
に
係
る
相
続
税
法
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限

（
以
下
「
贈
与
税
申
告
期
限
」
と
い
う
。）の
翌
日

か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
認
定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限

が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継

相
続
に
係
る
相
続
税
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
（
以
下
「
相
続
税

申
告
期
限
」と
い
う
。）の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、

当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告

期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に

係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限

が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早

い
も
の
の
翌
日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す

る
。

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
七
号
及
び
第
十
一
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限

る
。）の
有
効
期
限
は
、
同
号
の
贈
与
に
係
る
相
続

税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

の
提
出
期
限
（
以
下
「
贈
与
税
申
告
期
限
」
と
い

う
。）の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

３

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
八
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期

限
は
、
同
号
の
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の

３

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
八
号
及
び
第
十
二
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限

る
。）の
有
効
期
限
は
、
同
号
の
相
続
に
係
る
相
続

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
一
号

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
十
二
条
、
第
十

六
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔





翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。た
だ
し
、

当
該
認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継

相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る

と
き
は
、
当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈

与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承

継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ

ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う

ち
最
も
早
い
も
の
の
翌
日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す

る
日
と
す
る
。

税
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

の
提
出
期
限
（
以
下
「
相
続
税
申
告
期
限
」
と
い

う
。）の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

４

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
九
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期

限
は
、
同
号
ヌ
の
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る

贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
一
種
経
営
承
継
相
続
に

係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過

す
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
第
一
種
経
営
承

継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第
一

種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
が
、

同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係

る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続

に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き

は
、
当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税

申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相

続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の

期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最

も
早
い
も
の
の
翌
日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日

と
す
る
。

４

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
九
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期

限
は
、
同
号
ヌ
の
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る

贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
一
種
経
営
承
継
相
続
に

係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過

す
る
日
と
す
る
。

５

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期

限
は
、
同
号
リ
の
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る

贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
一
種
経
営
承
継
相
続
に

係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過

す
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
第
一
種
経
営
承

継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第
一

種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
が
、

同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係

る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続

に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き

は
、
当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税

申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相

続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の

５

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効
期

限
は
、
同
号
リ
の
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る

贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
一
種
経
営
承
継
相
続
に

係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過

す
る
日
と
す
る
。

８

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
三
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効

期
限
は
、
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承

継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ

き
最
初
に
受
け
た
次
に
掲
げ
る
法
第
十
二
条
第
一

項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十

四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る

贈
与
又
は
相
続
若
し
く
は
遺
贈
の
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
と
す
る
。

６

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
三
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効

期
限
は
、
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承

継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ

き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定

（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
又
は

相
続
若
し
く
は
遺
贈
の
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
一
号
又
は
第
十
三
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
で
あ
る
場
合

当
該

一

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
一
号
又
は
第
十
三
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
で
あ
る
場
合

当
該

７

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
二
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効

期
限
は
、
同
号
の
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告

期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
特
例
経
営

承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種

特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の

後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
特
例
経
営

承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は

当
該
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税

申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ

る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
の
翌

日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

６

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
一
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効

期
限
は
、
同
号
の
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限

の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告

期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
特
例
経
営

承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種

特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の

後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
特
例
経
営

承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は

当
該
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税

申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ

る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
の
翌

日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最

も
早
い
も
の
の
翌
日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日

と
す
る
。
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贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
日
。
た
だ
し
、
当
該
認
定
に
係

る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の

者
が
受
け
た
第
二
種
特
例
経
営
承
継
贈
与
（
最

初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
に
係

る
贈
与
が
第
二
種
特
例
経
営
承
継
贈
与
で
あ
る

と
き
は
、
同
一
の
者
が
受
け
た
他
の
第
二
種
特

例
経
営
承
継
贈
与
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
贈
与
税
申
告
期

限
又
は
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相

続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当

該
第
二
種
特
例
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税

申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
特
例
経
営

承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日

（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該

期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
の
翌
日
）
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
日

二

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
場

合

当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌

日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
。
た
だ
し
、
当
該

認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
特
例
経
営
承

継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種

特
例
経
営
承
継
相
続
（
最
初
に
受
け
た
法
第
十

二
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
が

第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
で
あ
る
と
き
は
、

同
一
の
者
が
受
け
た
他
の
第
二
種
特
例
経
営
承

継
相
続
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。）に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に

到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
特
例
経
営
承

継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は

当
該
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続

税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も

の
の
翌
日
）か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

二

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
場

合

当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌

日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日

９

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
四
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効

期
限
は
、
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承

７

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項

第
十
四
号
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
有
効

期
限
は
、
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承

一

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
一
号
又
は
第
十
三
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
で
あ
る
場
合

当
該

贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
日
。
た
だ
し
、
当
該
認
定
に
係

る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の

者
が
受
け
た
第
二
種
特
例
経
営
承
継
贈
与
に
係

る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
特
例
経
営
承

継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来

す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
特
例
経
営
承
継
贈

与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該

第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申

告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ

る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
の

翌
日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

一

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
一
号
又
は
第
十
三
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
で
あ
る
場
合

当
該

贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
五

年
を
経
過
す
る
日

継
相
続
人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ

き
最
初
に
受
け
た
次
に
掲
げ
る
法
第
十
二
条
第
一

項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十

四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る

贈
与
又
は
相
続
若
し
く
は
遺
贈
の
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
と
す
る
。

継
相
続
人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ

き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定

（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
又
は

相
続
若
し
く
は
遺
贈
の
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
と
す
る
。

二

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
場

合

当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌

日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
。
た
だ
し
、
当
該

認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
特
例
経
営
承

継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種

特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
特
例

経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌

日
又
は
当
該
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係

る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限

が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も

早
い
も
の
の
翌
日
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日

と
す
る
。

二

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一

項
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
の
事
由
に
係
る
も

の
に
限
る
。）に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
場

合

当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌

日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日

10
・
11

﹇
略
﹈

８
・
９

﹇
略
﹈

（
認
定
の
取
消
し
）

（
認
定
の
取
消
し
）

第
九
条

﹇
略
﹈

第
九
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈
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三

第
一
種
贈
与
雇
用
判
定
期
間
（
当
該
第
一
種

特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承

継
受
贈
者
の
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
当
該

贈
与
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第

二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限

又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申

告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二

種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の

翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る

相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が

二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早

い
も
の
の
翌
日
）。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限
ま
で
の
期
間

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
十
三
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
末
日

又
は
第
一
種
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
（
当
該

第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種

経
営
承
継
受
贈
者
の
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日

か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限
ま
で
の
期
間
内
に

当
該
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
第

一
種
経
営
承
継
受
贈
者
又
は
第
一
種
経
営
承
継

贈
与
者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
（
第
一
種
経

営
承
継
贈
与
者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か

ら
八
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
第
十
三
条
第
二

三

第
一
種
贈
与
雇
用
判
定
期
間
（
当
該
第
一
種

特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承

継
受
贈
者
の
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
当

該
認
定
の
有
効
期
限
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
並
び
に
第
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
末
日
又
は
第
一
種

臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
（
当
該
第
一
種
特
別

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承
継
受

贈
者
の
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
認

定
の
有
効
期
限
ま
で
の
期
間
内
に
当
該
第
一
種

特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承

継
受
贈
者
又
は
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
者
の
相

続
が
開
始
し
た
場
合
（
第
一
種
経
営
承
継
贈
与

者
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
相
続
の
開
始
の
日
の
翌
日
か
ら
八
月
を
経
過

す
る
日
ま
で
に
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
、
か
つ
、

同
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。）

に
お
け
る
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら

当
該
相
続
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
三
条
の
三
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。）の
末
日
に
お
い
て
、
当
該

第
一
種
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
又
は
当
該
第
一

種
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
当
該

第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種

項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
、
か
つ
、
同
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た

場
合
を
除
く
。）に
お
け
る
当
該
贈
与
税
申
告
期

限
の
翌
日
か
ら
当
該
相
続
の
開
始
の
日
の
前
日

ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十

三
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
末
日
に

お
い
て
、
当
該
第
一
種
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内

又
は
当
該
第
一
種
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内

に
存
す
る
当
該
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企

業
者
の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条

第
一
項
の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
そ
れ

ぞ
れ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
の
合
計
を

当
該
第
一
種
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
又
は
当
該

第
一
種
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る

当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
数
で
除
し
て

計
算
し
た
数
が
、
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
の
時

贈
与
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条
第
一
項
の
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
常
時
使

用
す
る
従
業
員
の
数
の
合
計
を
当
該
第
一
種
贈

与
雇
用
判
定
期
間
内
又
は
当
該
第
一
種
臨
時
贈

与
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
当
該
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
日
の
数
で
除
し
て
計
算
し
た
数

が
、
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
の
時
に
お
け
る
常

時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
百
分
の
八
十
を
乗

じ
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

数
。
た
だ
し
、
当
該
贈
与
の
時
に
お
け
る
常
時

使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
一
人
の
と
き
は
、
一

人
と
す
る
。）を
下
回
る
数
と
な
っ
た
こ
と
。

四
〜
二
十
三

﹇
略
﹈

四
〜
二
十
三

﹇
略
﹈

に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
に
百
分

の
八
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一

人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
数
。
た
だ
し
、
当
該
贈
与
の
時
に

お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
一
人
の

と
き
は
、
一
人
と
す
る
。）を
下
回
る
数
と
な
っ

た
こ
と
。

３

﹇
略
﹈

３

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

三

第
一
種
相
続
雇
用
判
定
期
間
（
当
該
第
一
種

特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承

継
相
続
人
の
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
当
該

相
続
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第

二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限

又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申

告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二

種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の

翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る

相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が

二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早

い
も
の
の
翌
日
））か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限

ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十

三
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
末
日
に

お
い
て
、
当
該
第
一
種
相
続
雇
用
判
定
期
間
内

に
存
す
る
当
該
第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企

業
者
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条

第
三
項
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
そ
れ

ぞ
れ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
の
合
計
を

当
該
第
一
種
相
続
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る

当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
数
で
除
し
て

計
算
し
た
数
が
、
当
該
認
定
に
係
る
相
続
の
開

始
の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
（
そ
の

数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
数
。
た
だ
し
、
当
該
相
続

の
開
始
の
時
に
お
け
る
常
時
使
用
す
る
従
業
員

の
数
が
一
人
の
と
き
は
、
一
人
と
す
る
。）を
下

回
る
数
と
な
っ
た
こ
と
。

三

第
一
種
相
続
雇
用
判
定
期
間
（
当
該
第
一
種

特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種
経
営
承

継
相
続
人
の
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
当

該
認
定
の
有
効
期
限
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
第
十
三
条
の
三
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。）の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
第
一
種
相

続
雇
用
判
定
期
間
内
に
存
す
る
当
該
第
一
種
特

別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
の
第
一
種
相
続
報
告

基
準
日
（
第
十
二
条
第
三
項
の
第
一
種
相
続
報

告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
常
時
使
用
す
る
従

業
員
の
数
の
合
計
を
当
該
第
一
種
相
続
雇
用
判

定
期
間
内
に
存
す
る
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基

準
日
の
数
で
除
し
て
計
算
し
た
数
が
、
当
該
認

定
に
係
る
相
続
の
開
始
の
時
に
お
け
る
常
時
使

用
す
る
従
業
員
の
数
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て

計
算
し
た
数
（
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
。

た
だ
し
、
当
該
相
続
の
開
始
の
時
に
お
け
る
常

時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
一
人
の
と
き
は
、

一
人
と
す
る
。）を
下
回
る
数
と
な
っ
た
こ
と
。

四
〜
二
十
一

﹇
略
﹈

四
〜
二
十
一

﹇
略
﹈

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



４

第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

定
（
第
六
条
第
一
項
第
九
号
の
事
由
に
係
る
も
の

に
限
る
。）を
受
け
た
中
小
企
業
者
（
以
下
「
第
二

種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。）に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
第
六
条

第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項

第
九
号
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
種
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
、「
第
一

種
贈
与
雇
用
判
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種

贈
与
雇
用
判
定
期
間
」
と
、「
贈
与
税
申
告
期
限
の

翌
日
（
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が

受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申

告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続

税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第

二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の

翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相

続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の

の
翌
日
）。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら

当
該
認
定
の
有
効
期
限
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第

二
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係

る
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
の
贈
与
税
申
告
期
限
の

翌
日
又
は
当
該
第
二
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業

者
の
株
式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継
相
続
の
相

続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
当
該
贈
与
に
係
る
贈
与

税
申
告
期
限
又
は
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継

相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る

と
き
は
、
当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈

与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承

継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ

ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う

ち
最
も
早
い
も
の
の
翌
日
）。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。）か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限
」
と
、

４

第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

定
（
第
六
条
第
一
項
第
九
号
の
事
由
に
係
る
も
の

に
限
る
。）を
受
け
た
中
小
企
業
者
（
以
下
「
第
二

種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。）に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
第
六
条

第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項

第
九
号
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
種
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
、「
第
一

種
贈
与
雇
用
判
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種

贈
与
雇
用
判
定
期
間
」
と
、「
贈
与
税
申
告
期
限
の

翌
日
か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
第
二
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
株

式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
の
贈
与
税
申

告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
特
別
贈
与
認
定

中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継

相
続
の
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
認
定

の
有
効
期
限
」
と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
雇
用
判
定

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
臨
時
贈
与
雇
用
判

定
期
間
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
者
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
者
」
と
、「
第
十

三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項
」

と
、「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」

と
、「
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
相

続
税
申
告
期
限
の
翌
日
」
と
、「
第
十
三
条
の
三
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」

と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条
第
一

項
の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認

定
に
係
る
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条

第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
第
一

項
の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ

「
第
一
種
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
種
臨
時
贈
与
雇
用
判
定
期
間
」
と
、「
贈

与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期

限
ま
で
の
期
間
内
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二

種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る

第
一
種
経
営
承
継
贈
与
の
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌

の
号
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
第
一
種
相
続
報
告
基

準
日
（
第
十
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
準
用

さ
れ
る
同
条
第
三
項
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日

を
い
う
。以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」と
、「
当

該
認
定
に
係
る
贈
与
の
時
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

認
定
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
の
時
又
は
第

日
又
は
当
該
第
二
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継
相
続
の
相
続

税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限

ま
で
の
期
間
内
に
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
贈
与

者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
者
」

と
、「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条

第
二
項
」
と
、「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条

第
一
項
」
と
、「
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
別
贈
与
認
定
中
小

企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継
贈
与

の
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
特

別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
第
一

種
経
営
承
継
相
続
の
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
」

と
、「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
三
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
同
条
第
一
項
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
（
第
十
二
条
第
一
項
の
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」

と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種
贈
与
報

告
基
準
日
（
第
十
二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り

準
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）又

は
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条
第
十
五

項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
の
第

一
種
経
営
承
継
相
続
の
開
始
の
時
」
と
、「
第
一
種

特
別
贈
与
認
定
株
式
一
部
再
贈
与
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
種
特
別
贈
与
認
定
株
式
一
部
再
贈
与
」と
、

「
第
一
種
認
定
贈
与
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

種
認
定
贈
与
株
式
」
と
、「
第
十
項
各
号
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
第
十
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基

準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
贈
与
認
定
申
請
基

準
日
」
と
、「
第
十
二
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第

十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
十
四
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
、
同

条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

条
第
三
項
並
び
に
同
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
五
項
及
び
第
十
一
項
」

と
、「
第
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条

第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
種
相
続
報
告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）」
と
、「
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種

贈
与
報
告
基
準
日
又
は
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種

相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
認
定
に
係
る
贈
与

の
時
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種

経
営
承
継
贈
与
の
時
又
は
第
一
種
経
営
承
継
相
続

の
開
始
の
時
」
と
、「
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
株
式

一
部
再
贈
与
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
別
贈
与

認
定
株
式
一
部
再
贈
与
」
と
、「
第
一
種
認
定
贈
与

株
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
認
定
贈
与
株
式
」

と
、「
第
十
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十
項
各
号
」と
、

「
第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
、「
第
十
二

条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
十
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
、
同
条
第
十
五
項
の
規
定
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に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
三
項
並
び
に
同

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

条
第
五
項
及
び
第
十
一
項
」
と
、「
第
十
三
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
号
の
事
由
に
係
る
も
の

に
限
る
。）を
受
け
た
中
小
企
業
者
（
以
下
「
第
二

種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。）に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
第
六
条

第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項

第
十
号
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
種
経
営
承
継
相
続
人
」
と
、「
第
一

種
相
続
雇
用
判
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種

相
続
雇
用
判
定
期
間
」
と
、「
相
続
税
申
告
期
限
の

翌
日
（
当
該
相
続
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が

受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申

告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続

税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第

二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の

翌
日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相

続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の

の
翌
日
））か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
第
二
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
の
贈
与

税
申
告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
特
別
相
続

認
定
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
第
一
種
経
営

承
継
相
続
の
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
（
当
該
認

定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
相

続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が
受

け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告

期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税

申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二

種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌

日
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続

税
申
告
期
限
の
翌
日
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上

あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
の

翌
日
））か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限
」
と
、「
第
十

５

第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
号
の
事
由
に
係
る
も
の

に
限
る
。）を
受
け
た
中
小
企
業
者
（
以
下
「
第
二

種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。）に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、「
第
六
条

第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項

第
十
号
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
種
経
営
承
継
相
続
人
」
と
、「
第
一

種
相
続
雇
用
判
定
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種

相
続
雇
用
判
定
期
間
」
と
、「
相
続
税
申
告
期
限
の

翌
日
か
ら
当
該
認
定
の
有
効
期
限
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
第
二
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
の
株

式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継
贈
与
の
贈
与
税
申

告
期
限
の
翌
日
又
は
当
該
第
二
種
特
別
相
続
認
定

中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
係
る
第
一
種
経
営
承
継

相
続
の
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
認
定

の
有
効
期
限
」
と
、「
第
十
三
条
の
三
第
五
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
三
第
十
四
項
」
と
、「
第

一
種
相
続
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条
第
三
項
の
第

一
種
相
続
報
告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係

る
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条
第
十
四

項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
第

一
種
贈
与
報
告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）又
は
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日

（
第
十
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ

る
同
条
第
三
項
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。」と
、「
当
該
第

一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第

二
種
贈
与
報
告
基
準
日
又
は
当
該
第
二
種
相
続
報

告
基
準
日
」
と
、「
当
該
認
定
に
係
る
相
続
の
開
始

の
時
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種

経
営
承
継
贈
与
の
時
又
は
第
一
種
経
営
承
継
相
続

の
開
始
の
時
」
と
、「
第
一
種
特
別
相
続
認
定
株
式

６
〜
20

﹇
略
﹈

６
〜
20

﹇
略
﹈

三
条
の
三
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の

三
第
十
四
項
」と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日（
第

十
二
条
第
三
項
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の

は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日

（
第
十
二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ

る
同
条
第
一
項
の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
第
一
種

相
続
報
告
基
準
日
（
第
十
二
条
第
十
五
項
の
規
定

に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
の
第
一
種
相
続

報
告
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）」
と
、「
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種
贈
与
報
告

基
準
日
又
は
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種
相
続
報
告

基
準
日
」
と
、「
当
該
認
定
に
係
る
相
続
の
開
始
の

時
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種
経

営
承
継
贈
与
の
時
又
は
第
一
種
経
営
承
継
相
続
の

開
始
の
時
」
と
、「
第
一
種
特
別
相
続
認
定
株
式
一

部
贈
与
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
別
相
続
認
定

株
式
一
部
贈
与
」
と
、「
第
一
種
認
定
相
続
株
式
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
種
認
定
相
続
株
式
」
と
、「
第

十
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十
項
各
号
」
と
、「
第
十

二
条
第
三
項
及
び
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

同
条
第
一
項
、
同
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
三
項
及
び
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
七
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
部
贈
与
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
別
相
続
認

定
株
式
一
部
贈
与
」と
、「
第
一
種
認
定
相
続
株
式
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
種
認
定
相
続
株
式
」
と
、「
第

十
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十
項
各
号
」
と
、「
第
十

二
条
第
三
項
及
び
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

同
条
第
一
項
、
同
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
三
項
及
び
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
七
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

（
報
告
）

第
十
二
条

第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者

は
、
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告

期
限
（
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が

受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申

告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続

税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第

二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又

は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申

告
期
限
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は

当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
五
年
間
、
当
該
贈
与
税

申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す

る
ご
と
の
日
（
以
下「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」

第
十
二
条

第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者

は
、
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告

期
限
か
ら
五
年
間
、
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日

（
以
下
「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
い
う
。）

の
翌
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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一
〜
八

﹇
略
﹈

一
〜
八

﹇
略
﹈

と
い
う
。）の
翌
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
は
、
当
該

認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
当

該
相
続
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第

二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又

は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期

限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
経
営

承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第

二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期

限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）か
ら
五
年
間
、
当
該
相
続
税
申
告
期

限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と

の
日
（
以
下
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
い

う
。）の
翌
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
は
、
当
該

認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
か
ら

五
年
間
、
当
該
相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
（
以
下
「
第

一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
い
う
。）の
翌
日
か
ら

三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
〜
八

﹇
略
﹈

一
〜
八

﹇
略
﹈

４
・
５

﹇
略
﹈

４
・
５

﹇
略
﹈

６

前
項
の
表
の
第
一
号
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る

第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第

十
二
に
よ
る
報
告
書
に
、
当
該
報
告
書
の
写
し
一

通
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も

の
と
し
、
同
表
の
第
二
号
又
は
第
三
号
の
報
告
を

し
よ
う
と
す
る
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業

者
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
報
告
書
に
、
当
該
報

告
書
の
写
し
一
通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
同
表

の
第
三
号
の
報
告
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第

一
種
経
営
承
継
受
贈
者
が
第
九
条
第
十
項
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
旨
を
証
す
る
書
類
を

含
む
。）を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
特
別
贈

与
認
定
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
報

告
書
に
、
当
該
報
告
書
の
写
し
一
通
及
び
次
に
掲

げ
る
書
類
（
前
項
の
表
の
第
三
号
の
報
告
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
経
営
承
継
受
贈
者
が

第
九
条
第
十
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
旨
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。）を
添
付
し
て
、
都

道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
八

﹇
略
﹈

一
〜
八

﹇
略
﹈

７

﹇
略
﹈

７

﹇
略
﹈

８

前
項
の
表
の
第
一
号
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る

第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第

十
二
に
よ
る
報
告
書
に
、
当
該
報
告
書
の
写
し
一

８

前
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
特
別
相

続
認
定
中
小
企
業
者
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
報

告
書
に
、
当
該
報
告
書
の
写
し
一
通
及
び
次
に
掲

一
〜
八

﹇
略
﹈

一
〜
八

﹇
略
﹈

通
を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も

の
と
し
、
同
表
の
第
二
号
又
は
第
三
号
の
報
告
を

し
よ
う
と
す
る
第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業

者
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
報
告
書
に
、
当
該
報

告
書
の
写
し
一
通
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
同
表

の
第
三
号
の
報
告
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第

一
種
経
営
承
継
相
続
人
が
第
九
条
第
十
項
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
旨
を
証
す
る
書
類
を

含
む
。）を
添
付
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

げ
る
書
類
（
前
項
の
表
の
第
三
号
の
報
告
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
が

第
九
条
第
十
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
旨
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。）を
添
付
し
て
、
都

道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

９
〜
18

﹇
略
﹈

９
〜
18

﹇
略
﹈

19

第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
（
第
十
一
項
第
二
号

を
除
く
。）は
第
一
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
一

項
中
「
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
」と
あ
る
の
は「
第

二
種
特
例
経
営
承
継
贈
与
」
と
、「
第
二
種
経
営
承

継
相
続
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
経
営
承
継

相
続
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第

一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一

種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈
与

認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例

贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告

基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈

与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
二
項
中
「
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与

報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告

基
準
期
間
」
と
、
第
五
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継

受
贈
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継

受
贈
者
」
と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準

日
」
と
、「
第
九
条
第
二
項
各
号
」と
あ
る
の
は「
第

九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

条
第
二
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基

準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与

報
告
基
準
期
間
」と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

19

第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
（
第
十
一
項
第
二
号

を
除
く
。）は
第
一
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
一

項
中
「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種

贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈
与
認
定

申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与

認
定
申
請
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準

事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報

告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
二
項
中
「
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈

与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
事

業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告

基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期

間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準

期
間
」
と
、
第
五
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継
受
贈

者
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
受
贈

者
」
と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
九
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条

第
二
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報

告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準
事

業
年
度
」
と
、「
第
九
条
第
十
項
各
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
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あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準
事

業
年
度
」
と
、「
第
九
条
第
十
項
各
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
同
条
第
十
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
認
定
贈

与
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
認
定
贈
与

株
式
」と
、「
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
株
式
再
贈
与
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
認
定
株
式
再
贈

ら
れ
た
同
条
第
十
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
認
定
贈

与
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
認
定
贈
与

株
式
」と
、「
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
株
式
再
贈
与
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
認
定
株
式
再
贈

与
」
と
、
第
六
項
中「
第
一
種
経
営
承
継
受
贈
者
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
」

と
、「
第
九
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第

与
」
と
、
第
六
項
中「
第
一
種
経
営
承
継
受
贈
者
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
」

と
、「
第
九
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第

十
項
」
と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
日
」
と

あ
る
の
は「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準
事

業
年
度
」と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
期
間
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準

期
間
」
と
、
第
十
一
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継
贈

与
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
贈

与
者
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
、「
第

一
種
認
定
贈
与
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
認
定
贈
与
株
式
」
と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告

基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時
贈
与

報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告
基
準

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時
贈
与
報

告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時
贈
与
報
告
基
準
事

業
年
度
」
と
、
第
十
二
項
中
「
第
一
種
臨
時
贈
与

報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時

贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告

基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨

時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
臨
時

贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
臨
時
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第

十
項
」
と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
日
」
と

あ
る
の
は「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準
事

業
年
度
」と
、「
第
一
種
随
時
贈
与
報
告
基
準
期
間
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
贈
与
報
告
基
準

期
間
」
と
、
第
十
一
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継
贈

与
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
贈

与
者
」
と
、「
第
一
種
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
」
と
、「
第

一
種
認
定
贈
与
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
認
定
贈
与
株
式
」
と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告

基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時
贈
与

報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告
基
準

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時
贈
与
報

告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時
贈
与
報
告
基
準
事

業
年
度
」
と
、
第
十
二
項
中
「
第
一
種
臨
時
贈
与

報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨
時

贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
臨
時
贈
与
報
告

基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
臨

時
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
臨
時

贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
臨
時
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

20

第
三
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規

定
は
、
第
一
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項

中
「
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
種
特
例
経
営
承
継
贈
与
」
と
、「
第
二
種
経
営
承

20

第
三
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規

定
は
、
第
一
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項

中
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」と
あ
る
の
は「
第

一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続

継
相
続
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
経
営
承
継

相
続
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第

一
種
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一

種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
相
続

認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例

相
続
認
定
申
請
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告

基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相

続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
四
項
中
「
第
一

種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基

準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続

報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基

準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告

基
準
期
間
」
と
、
第
七
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継

相
続
人
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継

相
続
人
」
と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準

日
」
と
、「
第
九
条
第
三
項
各
号
」と
あ
る
の
は「
第

九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

条
第
三
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基

準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続

報
告
基
準
期
間
」と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
事

業
年
度
」
と
、「
第
九
条
第
十
項
各
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
同
条
第
十
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
認
定
相

続
株
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
認
定
相
続

株
式
」
と
、「
第
一
種
特
別
相
続
認
定
株
式
贈
与
」

と
あ
る
の
は「
第
一
種
特
例
相
続
認
定
株
式
贈
与
」

と
、
第
八
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
相
続
人
」と
、

「
第
九
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
十

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
十

項
」
と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
事

業
年
度
」と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準

期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相

続
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
相
続
認
定
申
請

基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
認
定

申
請
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業

年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基

準
事
業
年
度
」
と
、
第
四
項
中
「
第
一
種
相
続
報

告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報

告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業
年

度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準

事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
あ
る
の
は「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
、
第
七
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
相
続
人
」と
、

「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第

九
条
第
三
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
三
項

各
号
」
と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準

期
間
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第

一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の

は「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」

と
、「
第
九
条
第
十
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

条
第
十
項
各
号
」
と
、「
第
一
種
認
定
相
続
株
式
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
認
定
相
続
株
式
」と
、

「
第
一
種
特
別
相
続
認
定
株
式
贈
与
」
と
あ
る
の

は
「
第
一
種
特
例
相
続
認
定
株
式
贈
与
」
と
、
第

八
項
中
「
第
一
種
経
営
承
継
相
続
人
」
と
あ
る
の

は
「
第
一
種
特
例
経
営
承
継
相
続
人
」
と
、「
第
九

条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
十
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
十
項
」と
、

「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第

一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の

は「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」

と
、「
第
一
種
随
時
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
種
特
例
随
時
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
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﹇
略
﹈

21

﹇
略
﹈
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第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

る
事
由
が
、
同
項
第
十
一
号
の
贈
与
で
あ
る
者
に

限
る
。）又
は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者

（
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続

人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ
き
最
初

に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条

第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
事
由
に

係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、
同
項
第
十

一
号
の
贈
与
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該

認
定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
（
当

該
贈
与
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第

二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又

は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期

限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
経
営

承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第

二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期

限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）か
ら
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

認
定
の
有
効
期
間
中
（
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
税

申
告
期
限
以
前
の
期
間
及
び
相
続
税
申
告
期
限
以

前
の
期
間
を
除
く
。）」
と
、「
当
該
贈
与
税
申
告
期

限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と

の
日
（
以
下
「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
い

う
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種

特
例
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
第
一
種
特
例
贈
与
報

告
基
準
日
」と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間（
当

該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
（
こ
れ
に
当
た
る
日

が
な
い
と
き
は
、第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
。

以
下
同
じ
。）の
翌
日
か
ら
当
該
第
一
種
贈
与
報
告

基
準
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ

る
の
は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」と
、

「
第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第
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第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

る
事
由
が
、
同
項
第
十
一
号
の
贈
与
で
あ
る
者
に

限
る
。）又
は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者

（
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続

人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ
き
最
初

に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条

第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
事
由
に

係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、
同
項
第
十

一
号
の
贈
与
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該

認
定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
か
ら

五
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
の
有
効
期
間

中
（
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
以
前
の

期
間
及
び
相
続
税
申
告
期
限
以
前
の
期
間
を
除

く
。）」
と
、「
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日（
以
下「
第

一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の

は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種
特
例
経
営
承
継
贈

与
に
係
る
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間
（
当
該
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
日
（
こ
れ
に
当
た
る
日
が
な
い
と
き

は
、第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
。以
下
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
ま
で

の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
第

一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈

与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特

例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第
一
種
特
別
贈

与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二

種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は
当
該
第
二
種

特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、「
第
一
種
贈
与

報
告
基
準
事
業
年
度
（
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
当
該
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度

の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
を
い

一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は

当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
（
当
該
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度

か
ら
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属

す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事

業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」と
あ
る
の
は「
第

一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
二

項
中
「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第

一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は

当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の

は
「
第
一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」と
、

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間
」と
あ
る
の
は「
第

一
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例

贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
二
項
中
「
第

一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種

特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第
一
種
特
別

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第

二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は
当
該
第
二

種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、「
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種

特
例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例

贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
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第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

る
事
由
が
、
同
項
第
十
二
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で

あ
る
者
に
限
る
。）又
は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中

小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営

承
継
相
続
人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に

つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定

（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、

同
項
第
十
二
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
者
に
限

る
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
項
中
「
当
該
認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続

税
申
告
期
限
（
当
該
相
続
税
申
告
期
限
が
、
同
一

の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈

与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係

る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、

当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告

期
限
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相

続
税
申
告
期
限
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
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第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

る
事
由
が
、
同
項
第
十
二
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で

あ
る
者
に
限
る
。）又
は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中

小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営

承
継
相
続
人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に

つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定

（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、

同
項
第
十
二
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
者
に
限

る
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
項
中
「
当
該
認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続

税
申
告
期
限
か
ら
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

認
定
の
有
効
期
間
中
（
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
税

申
告
期
限
以
前
の
期
間
及
び
相
続
税
申
告
期
限
以

前
の
期
間
を
除
く
。）」
と
、「
当
該
相
続
税
申
告
期

限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と

の
日
（
以
下
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
い

う
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
第
一
種

特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
第
一
種
特
例
相
続
報
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下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
五
年
間
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
認
定
の
有
効
期
間
中
（
当
該
認
定

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
以
前
の
期
間
及
び
相
続

税
申
告
期
限
以
前
の
期
間
を
除
く
。）」
と
、「
当
該

相
続
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
す
る
ご
と
の
日
（
以
下
「
第
一
種
相
続
報
告

基
準
日
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定

に
係
る
第
一
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
第
一

種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報

告
基
準
期
間
（
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の

属
す
る
年
の
前
年
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日

（
こ
れ
に
当
た
る
日
が
な
い
と
き
は
、
第
一
種
相

続
認
定
申
請
基
準
日
。
以
下
同
じ
。）の
翌
日
か
ら

当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
ま
で
の
間
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例

相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基

準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基

準
日
」
と
、「
当
該
第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認

定
中
小
企
業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定

中
小
企
業
者
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業

年
度
（
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
属
す
る

年
の
前
年
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
翌
日
の

属
す
る
事
業
年
度
か
ら
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基

準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業

年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
を
い
う
。以
下
同
じ
。）」

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
事
業

年
度
」
と
、
第
四
項
中
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準

日
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準

日
」
と
、「
当
該
第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定

中
小
企
業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中

小
企
業
者
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業
年

度
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準

事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
あ
る
の
は「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

告
基
準
日
」と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
期
間（
当

該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
（
こ
れ
に
当
た
る
日

が
な
い
と
き
は
、第
一
種
相
続
認
定
申
請
基
準
日
。

以
下
同
じ
。）の
翌
日
か
ら
当
該
第
一
種
相
続
報
告

基
準
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ

る
の
は
「
第
一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」と
、

「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第
一
種

特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は
当
該

第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、「
第
一

種
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
（
当
該
第
一
種
相
続

報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
第
一
種
相
続

報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
当

該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事

業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種

特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
四
項
中

「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第
一
種

特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は
当
該

第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、「
第
一

種
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
種
特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一

種
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種

特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

24

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
受
け
た
第
二
種
特
例

経
営
承
継
贈
与
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等

に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

24

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
受
け
た
第
二
種
特
例

経
営
承
継
贈
与
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等

に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

25

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

相
続
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
相
続
人
が
受
け
た
第
二
種
特
例

経
営
承
継
相
続
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等

に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま

25

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

相
続
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
相
続
人
が
受
け
た
第
二
種
特
例

経
営
承
継
相
続
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等

に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認

定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま

定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま

で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
で

あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該
認
定
に
係
る
贈

与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
（
当
該
贈
与
税
申
告

期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継

贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営

承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来

す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係

る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継

相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
こ
れ
ら
の
期
限

が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早

い
も
の
）。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
と

あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
に
係
る
贈
与

税
申
告
期
限
（
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
が
、
同
一

の
者
が
受
け
た
他
の
第
二
種
特
例
経
営
承
継
贈
与

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種
特
例
経
営

承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来

す
る
と
き
は
、
当
該
他
の
第
二
種
特
例
経
営
承
継

贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第
二
種

特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期

限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一

種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

種
特
例
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種

特
例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
二
項
中

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
贈
与

報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特

例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
贈
与

報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
贈

与
報
告
基
準
期
間
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま

で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
贈
与
で

あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基

準
日
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」と
、

「
第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
」
と
、「
第

一
種
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」と
あ
る
の
は「
第

二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
二

項
中
「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種

贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

種
特
例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種

贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特

例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
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で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
相
続
又

は
遺
贈
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
当
該
認

定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
当
該

相
続
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二

種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は

第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
経
営
承

継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第
二

種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
こ

れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の

う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
に
係
る
相
続

に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
当
該
相
続
税
申
告
期

限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
他
の
第
二
種
特
例
経

営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二

種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限

の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
特
例
経

営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該

第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告

期
限
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当

該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準

日
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準

日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る

の
は「
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」と
、「
第

一
種
相
続
認
定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
種
特
例
相
続
認
定
申
請
基
準
日
」
と
、「
第
一
種

相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

種
特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
四
項

中
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」と
あ
る
の
は「
第

二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続

報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特

例
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
相
続

報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
相

続
報
告
基
準
期
間
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
相
続
又

は
遺
贈
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
第
一
種

相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例

相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基

準
期
間
」
と
、「
第
一
種
相
続
認
定
申
請
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
相
続
認
定
申
請
基
準

日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年

度
」
と
、
第
四
項
中「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」

と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」

と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

26

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

26

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

る
事
由
が
、同
項
第
十
三
号
の
贈
与
で
あ
る
者（
第

二
十
四
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。）に
限
る
。）又

は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認

定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
人
が
、
当

該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第

十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の

に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、
同
項
第
十
三
号
の
贈

与
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該
認
定
に
係

る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
（
当
該
贈
与
税

申
告
期
限
が
、
同
一
の
者
が
受
け
た
第
二
種
経
営

承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
第
二
種

経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
の
後
に

到
来
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
経
営
承
継
贈
与

に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
又
は
当
該
第
二
種
経
営

承
継
相
続
に
係
る
相
続
税
申
告
期
限
（
こ
れ
ら
の

期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
当
該
期
限
の
う
ち
最

も
早
い
も
の
）。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

か
ら
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
の
有
効

期
間
中
（
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
以

前
の
期
間
及
び
相
続
税
申
告
期
限
以
前
の
期
間
を

除
く
。）」
と
、「
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
（
以
下

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
い
う
。）」
と
あ

る
の
は
「
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈
与

報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間

（
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の

前
年
の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
（
こ
れ
に
当
た

る
日
が
な
い
と
き
は
、
第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基

準
日
。
以
下
同
じ
。）の
翌
日
か
ら
当
該
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
日
ま
で
の
間
を
い
う
。以
下
同
じ
。）」

と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種

特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈
与
認

定
申
請
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認

定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、

「
当
該
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企

業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業

者
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
（
当

該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事

る
事
由
が
、同
項
第
十
三
号
の
贈
与
で
あ
る
者（
第

二
十
四
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。）に
限
る
。）又

は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認

定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営
承
継
相
続
人
が
、
当

該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た

法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第

十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の

に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、
同
項
第
十
三
号
の
贈

与
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該
認
定
に
係

る
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
か
ら
五
年
間
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
の
有
効
期
間
中
（
当
該

認
定
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限
以
前
の
期
間
及
び

相
続
税
申
告
期
限
以
前
の
期
間
を
除
く
。）」
と
、

「
当
該
贈
与
税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
（
以
下
「
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
日
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
最

初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準

日
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
期
間
（
当
該
第

一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
第

一
種
贈
与
報
告
基
準
日
（
こ
れ
に
当
た
る
日
が
な

い
と
き
は
、
第
一
種
贈
与
認
定
申
請
基
準
日
。
以

下
同
じ
。）の
翌
日
か
ら
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る

の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈

与
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第
一
種
贈
与
認
定
申
請

基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係

る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第

一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は

当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
（
当
該
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度

か
ら
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属

す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事

業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」と
あ
る
の
は「
当

該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基

準
事
業
年
度
」
と
、
第
二
項
中
「
第
一
種
贈
与
報

告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に

係
る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該

第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
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業
年
度
か
ら
当
該
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
日
の
翌

日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で

の
各
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る

の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈

与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
二
項
中
「
第
一

種
贈
与
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初

の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
日
」

と
、「
当
該
第
一
種
特
別
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小

企
業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企

業
者
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種

特
例
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
贈

与
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の

認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

は
「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又

は
当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」と
、

「
第
一
種
贈
与
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
贈
与

報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
贈
与
報
告
基

準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係

る
第
二
種
特
例
贈
与
報
告
基
準
期
間
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

る
事
由
が
、
同
項
第
十
四
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で

あ
る
者
に
限
る
。）又
は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中

小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営

承
継
相
続
人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に

つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定

（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、

同
項
第
十
四
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
者
（
第

二
十
五
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。）に
限
る
。）に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

項
中
「
当
該
認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申

告
期
限
（
当
該
相
続
税
申
告
期
限
が
、
同
一
の
者

が
受
け
た
第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税

申
告
期
限
又
は
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相

続
税
申
告
期
限
の
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
当
該

第
二
種
経
営
承
継
贈
与
に
係
る
贈
与
税
申
告
期
限

又
は
当
該
第
二
種
経
営
承
継
相
続
に
係
る
相
続
税

申
告
期
限
（
こ
れ
ら
の
期
限
が
二
以
上
あ
る
と
き

は
当
該
期
限
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
）。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
五
年
間
」
と
あ
る
の

27

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二

種
特
例
経
営
承
継
受
贈
者
が
、
当
該
中
小
企
業
者

の
株
式
等
に
つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第

一
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係

る
事
由
が
、
同
項
第
十
四
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で

あ
る
者
に
限
る
。）又
は
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中

小
企
業
者
（
当
該
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
経
営

承
継
相
続
人
が
、
当
該
中
小
企
業
者
の
株
式
等
に

つ
き
最
初
に
受
け
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定

（
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

の
事
由
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
事
由
が
、

同
項
第
十
四
号
の
相
続
又
は
遺
贈
で
あ
る
者
（
第

二
十
五
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。）に
限
る
。）に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

項
中
「
当
該
認
定
に
係
る
相
続
に
係
る
相
続
税
申

告
期
限
か
ら
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定

の
有
効
期
間
中
（
当
該
認
定
に
係
る
贈
与
税
申
告

期
限
以
前
の
期
間
及
び
相
続
税
申
告
期
限
以
前
の

期
間
を
除
く
。）」
と
、「
当
該
相
続
税
申
告
期
限
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日

（
以
下
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」と
い
う
。）」

と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種

特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告

基
準
期
間
（
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
属
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備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

は
「
当
該
認
定
の
有
効
期
間
中
（
当
該
認
定
に
係

る
贈
与
税
申
告
期
限
以
前
の
期
間
及
び
相
続
税
申

告
期
限
以
前
の
期
間
を
除
く
。）」
と
、「
当
該
相
続

税
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過

す
る
ご
と
の
日
（
以
下
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準

日
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認

定
に
係
る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」
と
、

「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
期
間
（
当
該
第
一
種
相

続
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
第
一
種
相

続
報
告
基
準
日
（
こ
れ
に
当
た
る
日
が
な
い
と
き

は
、第
一
種
相
続
認
定
申
請
基
準
日
。以
下
同
じ
。）

の
翌
日
か
ら
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
ま
で

の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
当

該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基

準
期
間
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ

る
の
は
「
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相
続

報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第
一
種
特
別
相
続
認
定

中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
例

贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例
相

続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基

準
事
業
年
度
（
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の

属
す
る
年
の
前
年
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の

翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
当
該
第
一
種
相
続

報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前

の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係

る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、

第
四
項
中
「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相

続
報
告
基
準
日
」
と
、「
当
該
第
一
種
特
別
相
続
認

定
中
小
企
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特

例
贈
与
認
定
中
小
企
業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例

相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告

基
準
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認

定
に
係
る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年

度
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相

続
報
告
基
準
期
間
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
年
の
前
年
の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
（
こ

れ
に
当
た
る
日
が
な
い
と
き
は
、
第
一
種
相
続
認

定
申
請
基
準
日
。
以
下
同
じ
。）の
翌
日
か
ら
当
該

第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に

係
る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」
と
、「
第

一
種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
最
初
の

認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」と
、

「
当
該
第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小
企

業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企
業

者
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
（
当

該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
翌
日
の
属
す
る
事

業
年
度
か
ら
当
該
第
一
種
相
続
報
告
基
準
日
の
翌

日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で

の
各
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
あ
る

の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相

続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、
第
四
項
中
「
第
一

種
相
続
報
告
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初

の
認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
日
」

と
、「
当
該
第
一
種
特
別
相
続
認
定
中
小
企
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
第
二
種
特
例
贈
与
認
定
中
小

企
業
者
又
は
当
該
第
二
種
特
例
相
続
認
定
中
小
企

業
者
」
と
、「
第
一
種
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の
認
定
に
係
る
第
二
種

特
例
相
続
報
告
基
準
事
業
年
度
」
と
、「
第
一
種
相

続
報
告
基
準
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
最
初
の

認
定
に
係
る
第
二
種
特
例
相
続
報
告
基
準
期
間
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
九
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
二
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営

の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
（
様
式
第
九
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 


